
化粧品製造販売届書の郵送受付について 

 

【提出書類等】 

郵送していただくもの 留意事項 

化粧品製造販売届書 

化粧品製造販売届出事項変更届書 

・正副２部 

・届出年月日は発送日としてください。 

電子媒体 ・電子データを格納した CD 等 

封筒 

（副本・受付票・電子媒体返送用） 

・宛名を記入し、簡易書留分の切手を貼付してく
ださい。角２型封筒（A4 が折り曲げずに入るサイ
ズ）でお願いします。 
・レターパックは不可とさせていただきます。 
・切手の不足がないようご確認ください。（着払い
での不足分支払いはできません。） 

 

【その他留意事項】 

・こちらから連絡することがありますので、送り状等に連絡可能な電話番号と担当者名を記載し

ください。（在宅勤務等で会社の電話がつながらないケースが増えています。） 

・提出書類や記載内容に不備等がないことを十分にご確認ください。不備等がある場合はそのま

ま返送用封筒にて返却させていただきますのでご了承ください。 

・電子媒体に入っているデータの順番に届書を揃えてください。 

・郵送による届出については窓口での提出よりも処理に時間がかかります。 

・ご不明な点がございましたら、医薬品審査担当（電話：03-5937-1029）までお問い合わせくだ

さい。 


